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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２1年５月２２日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　   午前１０時１８分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 三宅秀明  委　　員 山崎雅数

委　　員 川口純子  委　　員 南野直司  委　　員 原田　平

委　　員 上村高義  

議　　長 木村勝彦  副 議 長 嶋野浩一朗  

議　　員 大澤千恵子 議　　員 野原　修

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　奥村良夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　野杁雄三 同局次長　藤井智哉 同局参事　池上　彰

同局主査　湯原正治 同局書記　杉本　徹 

１．案件

・平成２１年第１回臨時会審議日程及び議事日程について
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（午前１０時　開会）

○森西正委員長　ただ今から議会運営委

員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けることにし

ます。副市長。

○小野副市長　おはようございます。早

いもので新年度を迎えはやふた月が過ぎ

ようとしております。皆様方にはなにか

とお忙しい中、異例な時期での議会運営

委員会を開催賜りまして、誠に有り難う

ございました。

　来る２６日に開催されます平成２１年

第１回臨時会で、報告案件６件、補正予

算案件２件、条例案件２件の合計１０件

の上程を予定させていただいております。

　今回の臨時会の開催は、去る５月１日

に人事院勧告が出され、６月に支給予定

の期末勤勉手当ての引き下げ勧告があり

ました。これを受けまして本市では、一

般職、特別職等の期末勤勉手当の支給率

を、減率するために給与条例等の一部改

正を行うものであります。

　案件の概要につきましては、総務部長

から説明を申し上げます。お手数をおか

け致しますが、それぞれよろしくお取り

計らい賜りますようお願い申し上げます。

○森西正委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、原田委

員を指名します。

　それでは、第１回臨時会の提出議案に

ついて概略説明をお願いします。総務部

長。

○奥村総務部長　それでは、平成２１年

第１回臨時会提出案件の概略説明をさせ

ていただきます。

　先ず、報告第１号は、摂津市税条例等

の一部を改正する条例専決処分報告の件

でございます。

　平成２１年度地方税制改正に伴い、地

方税法等の一部を改正する法律が、平成

２１年３月３１日に交付、４月１日から

施行されることに伴い、地方自治法第１

７９条第１項の規定に基づき、３月３１

日付けで専決処分いたしましたので、報

告し、ご承認いただくものであります。

　その主な内容は、平成２１年１０月支

給分の公的年金等からの特別徴収の実施

に伴い、また固定資産税の非課税の適用

を受けるための申告手続等について規定

を整備しております。

　次に、報告第２号は、特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例専決処分報

告の件でございます。

　大阪府内において新型インフルエンザ

の感染が確認されたことにより、休日応

急診療所に発熱外来を設置し、嘱託医及

び嘱託看護師の配置を、地方自治法第１

７９条第１項の規定に基づき、５月１８

日付けで専決処分いたしましたので、報

告、ご承認いただくものであります。

　次に、報告第３号は平成２０年度摂津

市一般会計継続費繰越報告の件でござい

ます。平成２０年度の継続費の繰越額が

確定しましたので、地方自治法施行令第

１４５条第１項の規定により、継続費繰

越計算書を調製し、ご報告申し上げるも

のでございます。内容につきましては、

款７土木費、項４都市計画費の南千里丘

まちづくり事業で、継続費の総額２５億

９，４９２万１，０００円のうち、平成

２０年度の継続費予算現額１３億８，１

４６万８，０００円のうち支出見込額は

４億２，６７０万６，０７９円となり，

残額９億５，４７６万１，９２１円は翌

年度に繰り越させていただくものでござ

います。

　また、南千里丘土地区画整理事業につ

いては、継続費の総額９億３，５００万

− 2 −



円のうち、平成２０年度の継続費予算現

額６億８，５０９万６，３６４円のうち

支出見込額は１億８，８０３万３３５円

となり、残額４億９，７０６万６，０２

９円を平成２１年度に繰り越すものであ

ります。

　次の報告第４号は平成２０年度摂津市

一般会計繰越明許費繰越報告の件でござ

います。本件については平成２０年度補

正予算第４号及び第５号で繰越明許費の

設定をお願いいたしましたところでござ

いますが、平成２０年度繰越額が確定し

ましたので、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により、繰越明許費繰越

計算書を調製し、ご報告申し上げるもの

でございます。

　その内訳につきましては、まず款２総

務費、項１総務管理費の人件費事業で２

５６万円、定額給付金給付事業１３億５

２１万３，０００円、款３民生費、項２

児童福祉費の子育て応援特別手当交付事

業で４，６８０万円、款７土木費、項４

都市計画費の正雀駅耐震補強補助事業で

１，５５８万円を、それぞれ繰り越すも

のであります。

　報告第５号は、平成２０年度摂津市公

共下水道事業特別会計繰越明許費繰越報

告の件でございます。本件につきまして

は､平成２０年度補正予算第４号で繰越

明許費の設定をお願いいたしましたとこ

ろでございますが、繰越額が確定しまし

たので、地方自治法施行令第１４６条第

２項の規定により、繰越明許費繰越計算

書を調製し、ご報告申し上げるものでご

ざいます。

　その内訳は、款１下水道費、項２下水

道事業費の公共下水道整備事業で４，６

６０万円のうち、４，２４９万７，００

０円を翌年度へ繰り越すものであります。

　次の報告第６号、平成２０年度摂津市

後期高齢者医療特別会計繰越明許費繰越

報告の件につきましては、平成２０年度

補正予算第１号で繰越明許費の設定をお

願いいたしましたところでございますが、

繰越額が確定しましたので、地方自治法

施行令第１４６条第２項の規定により、

繰越明許費繰越計算書を調製し、ご報告

申し上げるものでございます。

　款１総務費、項１総務管理費のＯＡ機

器管理事業で４１９万６，０００円を翌

年度へ繰り越すものであります。

　次に議案第３２号、平成２１年度摂津

市国民健康保険特別会計補正予算につい

てご説明いたします。これは、平成２０

年度の国民健康保険特別会計の決算収支

見込額では７億９，５６５万９，０００

円の収支不足が見込まれます。よって、

この赤字補填のため、平成２１年度当初

予算計上の前年度繰上充用金５，０００

万円を除く額、７億４，５６５万９，０

００円を補正するものであります。地方

自治法施行令第１６６条の２の規定によ

り、「会計年度経過後にいたって歳入が

歳出に不足するときは、翌年度の歳入を

繰り上げてこれに充てることができる」

とし、「この場合においては、そのため

に必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編

入しなければならない。」と規定されて

おります。この場合の繰上充用措置は、

出納整理期間中に行わなければならず、

出納閉鎖後の繰上充用は、時期を失して

違法となります。よって、今回の臨時議

会の開会に合わせて議案を提出するもの

であります。

　次の議案第３３号の、平成２１年度摂

津市公共下水道事業特別会計補正予算も

同様に、平成２０年度の公共下水道事業

特別会計の決算収支見込額では３，８５

０万円の収支不足が見込まれます。よっ

て、この赤字補填のため、平成２１年度
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予算で前年度繰上充用金として補正し、

補填するものであります。

　次の議案第３４号は一般職の職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例制

定の件であります。

　人事院は５月１日、景気悪化で夏季ボー

ナスの大幅減少が見込まれる民間企業の

実態を反映させるため、６月支給予定の

公務員の期末手当及び勤勉手当を当初予

定の２．１５カ月分から０．２か月分引

き下げるよう臨時勧告が行われました。

これをうけまして、本市におきまして、

平成２１年６月期の期末手当及び勤勉手

当の支給割合を引き下げるため、条例改

正するものであります。

　具体的には、再任用職員以外の職員に

ついては、平成２１年６月期の期末手当

の支給割合を、現行１００分の１４０を

１００分の１２５に、勤勉手当の支給割

合を１００分の７５から１００分の７０

に引き下げ、合計１００分の２０の支給

割合の減といたします。また、再任用職

員については期末手当の支給割合を、現

行１００分の７５を１００分の７０に、

勤勉手当の支給割合を１００分の３５を

１００分の３０に引き下げ、合計１００

分の１０支給割合を減いたします。

　また、次の議案第３５号、特別職の職

員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例制定の件では一般職と同様に、市

長、副市長及び教育長並びに議会議員に

ついても、平成２１年６月期の期末手当

の支給割合を１００分の２１２．５から

１００分の１９２．５に改め、支給割合

を１００分の２０減いたします。

　以上、議案の概略説明をさせていただ

きました。

○森西正委員長　説明が終わりました。

　この際、何か質問があればお受けしま

す。

○山崎雅数委員　議案の取り扱いですけ

れども、議案第３４号、３５号、条例の

改正を伴う訳ですし、委員会付託とか慎

重審議の必要はないのかと思いまして。

補正予算など専決処分は当然即決でとい

うのはわかるんですけれども、人勧はあ

くまでも勧告ですから、主体、決めるの

は摂津市の議会、というか自治体という

ことであれば、審議のあり方というのを

きちんと考える必要があるんじゃないか

なと思いまして。お聞きしたいと思いま

す。

○森西正委員長　池上参事。

○池上事務局参事　今回、条例案件が出

ておりますが、臨時会で即決、委員会付

託をしないことについてですけれども、

定例会では通常、条例、予算案件につい

ては委員会付託ということになっており

ますが、定例会での追加案件そして臨時

会での審議につきましては、日程の関係

を見ながら即決というかたちを取ってお

ります。今回、条例、補正予算の議案が

出ておりますけれども、いずれも今月中

の議決が求められているものでありまし

て日程上即決とならざるを得ない状況で

あるということになりますので、よろし

くお願いしたいと思います。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　臨時議会、今月末まで

にということであるならばですよ、基本

的にまだ日にち、２７日以降も委員会一

日くらい開くということは可能なのでは

ないかと思うのですけれども、その点は。

○森西正委員長　野杁局長。

○野杁事務局長　２７日以降の委員会設

定ということでございますけれども、２

７日につきましては全国議長会総会がご

ざいまして木村議長におかれましては、

その会議に参加され、役員選考委員会の

委員長という役目もございますので開催
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は難しいということでございます。また、

その翌日となりますと、今度は記録の作

成、それから次の本会議の設定がかなり

難しいものとなってまいりますので、こ

の案件については本会議で十分な審議を

いただくということになると考えており

ます。

○森西正委員長　上村委員。

○上村高義委員　私も、議長の公務日程、

市長の公務日程もあるんですけれど、本

会議で十分議論をしていただいて即決と

いうのがいいのではないかと思ってます

し、事務手続き上も５月末までに完遂し

なければならないという日程もあります

し、私は本会議場での質疑応答、即決と

いのが妥当ではないかと思っております。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　皆さんが本会議で十分

審議をつくすということであるならば結

構だと思います。

○森西正委員長　ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　ないようですので、理

事者の皆さんは退席いただいて結構です。

　暫時休憩します。

（午前１０時１５分　休憩）

（午前１０時１６分　再開）

○森西正委員長　再開します。それでは

第１回臨時会の審議日程および議事日程

について事務局から説明をお願いします。

○池上事務局参事　第１回臨時会の審議

日程等の事務局案について説明いたしま

す。

　まず、会期は、５月２６日の１日間で

ございます。

　審議日程につきましては、５月２６日

が本会議で、提案理由の説明、質疑、採

決でございます。

　続きまして、５月２６日の議事日程に

ついて説明をいたします。

日程１が会期決定の件で、日程２は、報

告第１号など２件で、一括上程し即決で

ございます。

　日程３は、報告第３号など４件で、一

括して報告を受けていただきます。

　日程４、議案第３２号および日程５、

議案第３３号は、１件ずつ上程して、即

決でございます。

　日程６は、議案第３４号など２件で、

一括上程し即決でございます。

以上、事務局案の説明といたします。

○森西正委員長　今、事務局から説明が

ありましたとおりで、よろしいでしょう

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　それでは、そのように

決定します。

　以上で本委員会を閉会します。

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

議会運営委員長 森 西 　 正

議会運営委員  原 田 　 平
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